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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品の天面に被せる天カバーを備えた梱包装置において、
　前記天カバーを、四角形状の底壁の一方の対向する端縁部に折り目を介して第１の外板
及びこれに続く第１の内板を設けると共に、前記底壁の他方の対向する端縁部に折り目を
介して第２の外板及びこれに続く第２の内板を設け、これら第２の外板及び第２の内板の
両端部にそれぞれ折り目を介して第１の折り曲げ片及び第２の折り曲げ片を設け、さらに
、前記一方の第１の内板に折り目を介して一対の直角三角形状の第３の内板を斜辺を対向
させて延設して形成し、
　前記天カバーを組立てたときは、前記第３の内板の前記底壁への当接面積が前記一方の
第１の内板側が大きく、該第１の内板から離れるにしたがって小さくなるように構成した
ことを特徴とする梱包装置。
【請求項２】
　製品の天面に被せる天カバーを備えた梱包装置において、
　前記天カバーを、四角形状の底壁の一方の対向する端縁部に折り目を介して第１の外板
及びこれに続く第１の内板を設けると共に、前記底壁の他方の対向する端縁部に折り目を
介して第２の外板及びこれに続く第２の内板を設け、これら第２の外板及び第２の内板の
両端部にそれぞれ折り目を介して第１の折り曲げ片及び第２の折り曲げ片を設け、さらに
、前記第２の内板の両側縁部に折り目を介して前記一方の第１、第２の折り曲げ片の折り
目の近傍を底辺とし、他方の第１、第２の折り曲げ片の折り目の近傍を頂角とする一対の
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直角三角形状の第３の内板を設け、
　前記天カバーを組立てたときは、前記第３の内板の前記底壁への当接面積が前記一方の
第１の内板側が大きく、該第１の内板から離れるにしたがって小さくなるように構成した
ことを特徴とする梱包装置。
【請求項３】
　製品の天面に被せる天カバーを備えた梱包装置において、
　前記天カバーを、四角形状の底壁の一方の対向する端縁部に折り目を介して第１の外板
及びこれに続く第１の内板を設けると共に、前記底壁の他方の対向する端縁部に折り目を
介して第２の外板及びこれに続く第２の内板を設け、これら第２の外板及び第２の内板の
両端部にそれぞれ折り目を介して第１の折り曲げ片及び第２の折り曲げ片を設け、さらに
、前記底壁を、該底壁の前記一方の外板の近傍を底辺とし他方の第１の外板の中央部近傍
を頂角とする三角形状に切除し、該切除部の両側に前記他方の第１の外板側を底辺とする
一対の直角三角形状の底壁を形成したことを特徴とする梱包装置。
【請求項４】
　製品の天面に被せる天カバーを備えた梱包装置において、
　前記請求項１又は２の天カバーの第３の内板の底壁との接触面積が大きい側、又は前記
請求項３の天カバーの直角三角形状の底壁の底辺側を、前記製品の高さの低い側に位置さ
せたことを特徴とする梱包装置。
【請求項５】
　製品の天面に被せる天カバーを備えた梱包装置において、
　平面直角三角形状の一対の緩衝体を有し、前記製品の天面と天カバーとの間に、前記緩
衝体を、その底辺側が前記製品の高さの低い側に位置するように介装したことを特徴とす
る梱包装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、段ボールからなり、電気機器などを梱包する梱包装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の包装部材に、ほぼ直方体状である製品上面にあって側面側に張り出した包装天カ
バーと、製品の側面を覆う側面カバーと、製品の底面を固定する包装用固定台と、包装天
カバーと包装用固定台を締結する輪状の包装用バンドとを備え、包装天カバーと製品との
間に剛性のある補強板を介して包装天カバーを製品上面に取り付けるようにしたものがあ
る（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１４９３４７号公報（第４－５頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の包装部材は、製品の天面と接する包装天カバーの内面シートが、製品の側
面と対向する対向面に対して対象な構成となっているので、製品の天面に傾斜を有する場
合、段積み時に製品に傾きが生じて不安定になり、製品が転倒して損傷するおそれがあっ
た。
【０００５】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、製品の天面に傾斜面を有する
場合でも製品の輸送時や倉庫保管時などにおいて、荷崩れや転倒などを生ずることのない
梱包装置を提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明に係る梱包装置は、製品の天面に被せる天カバーを備えた梱包装置において、前
記天カバーを、四角形状の底壁の一方の対向する端縁部に折り目を介して第１の外板及び
これに続く第１の内板を設けると共に、前記底壁の他方の対向する端縁部に折り目を介し
て第２の外板及びこれに続く第２の内板を設け、これら第２の外板及び第２の内板の両端
部にそれぞれ折り目を介して第１の折り曲げ片及び第２の折り曲げ片を設け、さらに、前
記一方の第１の内板に折り目を介して一対の直角三角形状の第３の内板を斜辺を対向させ
て延設して形成し、前記天カバーを組立てたときは、前記第３の内板の前記底壁への当接
面積が前記一方の第１の内板側が大きく、該第１の内板から離れるにしたがって小さくな
るように構成したものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、製品の天面が傾斜している場合でも、製品の輸送時や段積みにより倉
庫に保管する場合などにおいて、梱包体の天部の水平性が確保されているため、荷崩れや
転倒などを生ずることのない安全な梱包装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る梱包装置に使用する天カバーの展開図である。
【図２】図１の天カバーの組立図である。
【図３】実施の形態１の梱包装置による製品の梱包手順の一例説明図である。
【図４】図３に続く説明図である。
【図５】図４に続く説明図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る梱包装置に使用する天カバーの展開図である。
【図７】図６の組立図である。
【図８】本発明の実施の形態３に係る梱包装置に使用する天カバーの展開図である。
【図９】図８の組立図である。
【図１０】本発明の実施の形態４に係る梱包装置により製品を梱包した状態を示す断面図
である。
【図１１】図１０のＡ－Ａ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
［実施の形態１］
　図１は本発明の実施の形態１に係る梱包装置に使用する天カバーの展開図、図２はその
組立図である。なお、以下の説明において、図中の破線はミシン目やスリット等による折
り目を示す。
　段ボールからなる天カバー１は、四角形状の底壁２の一方の対向する端縁部には、折り
目３を介して第１の外板４ａ，４ｂが設けられており、さらに、折り目５を介して第１の
内板６ａ，６ｂが設けられている。そして、一方の第１の内板６ａ（又は６ｂ）には、折
り目７を介して斜面を対向させた直角三角形状の第３の内板８ａ，８ｂが延設されている
。
【００１０】
　また、他方の対向する端縁部には、折り目９を介して第２の外板１０ａ，１０ｂが設け
られており、さらに、折り目１１を介して第２の内板１２ａ，１２ｂが設けられている。
そして、第２の外板１０ａ，１０ｂ及び第２の内板１２ａ，１２ｂの両端部には、それぞ
れ折り目３を介して第１の折り曲げ片１３ａ，１３ｂ及び第２の折り曲げ片１４ａ，１４
ｂが設けられている。
【００１１】
　上記のような天カバー１を組立てるには、先ず、第２の内板１２ａ，１２ｂを折り目１
１により内側（底壁２側）に折り曲げる。ついで、第２の外板１０ａ，１０ｂを折り目９
により起立させ、第１の折り曲げ片１３ａ，１３ｂ及び第２の折り曲げ片１４ａ，１４ｂ
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を折り目３により内側（第２の外板１０ａ，１０ｂ、第２の内板１２ａ，１２ｂ側）に折
り曲げる。
【００１２】
　次に、第１の内板６ａ，６ｂを折り目５により内側に折り曲げ、第１の外板４ａ，４ｂ
を折り目３により起立させる。そして、第１の外板４ａ，４ｂと第１の内板６ａ，６ｂと
の間に、第１、第２の折り曲げ片１３ａ，１３ｂ、１４ａ，１４ｂを挟んで、第１の内板
６ａ，６ｂを第１の外板４ａ，４ｂの内壁に当接するまで折り曲げる。このとき、同時に
、第３の内板８ａ，８ｂを折り目７により底板２と反対方向に折り曲げて、その面を底壁
２の面に当接させる。これにより、天カバー１の組立てが終了する。このときの状態を図
２に示す。
【００１３】
　次に、図３～図５により本実施の形態に係る梱包装置による天面に傾斜のある製品の梱
包手順の一例について説明する。
　先ず、製品３０の脚部３１に木材からなる木材スキッド１６をボルト等で固定し、製品
３０の下部押え部材１７を製品３０の下部と木材スキッド１６との間に挿入する。ついで
、段ボールからなる側面スリーブ１５を製品３０に上から嵌合する。
【００１４】
　そして、図２のように組立てられた天カバー１を、製品３０の天面３２に、製品３０の
高さの低い側３４（天面の傾斜の低い側）に第３の内板８ａ，８ｂの底辺側が当接するよ
うに天面に被せ、第１、第２の内板６ａ，６ｂ及び１２ａ，１２ｂが製品３０の側面３３
と対向し、かつ、側面スリーブ１５を内側に抱え込むように設置する。
　ついで、天カバー１から木材スキッド１６までを包み込むように包装用バンド２５で締
結する。これにより製品３０の梱包が終了する。
【００１５】
　上記のような本実施の形態においては、製品３０の高さの低い側３４の天面３２側に第
３の内板８ａ，８ｂの底辺側（幅広側）を位置させて天カバー１を設置することにより、
製品３０の高さが低い側３４は第３の内板８ａ，８ｂの製品３０の天面３２との接触面積
が大きいため、段積み時の製品荷重による圧縮変位量が小さく、第３の内板８ａ，８ｂは
製品３０の高さの高い側３５に向って天面３２との接触面積が小さくなるため、高い側３
５の圧縮変位量は大きい。
【００１６】
　このため、製品３０の段積み時に梱包品の天部の高さが水平状態になるので、２段以上
の上段の梱包品が傾くことがなく、水平状態に保たれて安定するため、荷崩れのおそれが
なく、着実に段積みを行うことができる。
　また、天カバー１は単一部材から構成されているため、分別容易な梱包装置を得ること
ができる。
【００１７】
［実施の形態２］
　図６は本発明の実施の形態２に係る梱包装置に使用する天カバーの展開図、図７は図６
の組立図である。なお、実施の形態と同一又は同じ機能の部分には、これと同じ符号を付
してある。
　実施の形態１においては、底壁２の一方の対向する端縁部に設けた第１の内板６ａ，６
ｂの一方に、三角形状の第３の内板８ａ，８ｂを設けた場合を示したが、本実施の形態は
、この第３の内板８ａ，８ｂを、他方の対向する端縁部の第２の内板１２ａ，１２ｂの側
縁部に設けたものである。
【００１８】
　すなわち、第２の内板１２ａ，１２ｂの側縁部に折り目１１ａを介して三角形状の第３
の内板８ａ，８ｂを設けたもので、この第３の内板８ａ，８ｂは、底辺が一方の第１の外
板４ａ（又は４ｂ）の折り目３のほぼ延長線上に位置し、斜辺との幅が徐々に狭くなって
頂角が他方の側の折り目３の近傍に設けられて三角形状に形成したものである。
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【００１９】
　本実施の形態に係る天カバー１も実施の形態１の場合とほぼ同様の手順で組立てること
ができ、このとき第３の内板８ａ，８ｂは、図７に示すように底壁２に当接する。
　本実施の形態に係る天カバー１の製品３０の天面への組付け、作用、効果は、実施の形
態１の場合とほぼ同様である。
【００２０】
［実施の形態３］
　図８は本発明の実施の形態３に係る梱包装置に使用する包装部材の天カバーの展開図、
図９は図８の組立図である。なお、実施の形態１と同一又は同じ機能の部分には、同じ符
号を付してある。
　本実施の形態は、実施の形態１又は２の天カバー１の第３の内板８ａ，８ｂを省略し、
天カバー１の底壁２の一部を切除して、第３の内板８ａ，８ｂに対応する三角形状の底壁
２ａ，２ｂを形成したものである。
【００２１】
　すなわち、天カバー１の底壁２の一方の第１の外板４ｂ（又は４ａ）の折り目３の内側
を底辺とし、他方の第１の外板４ａ（又は４ｂ）の折り目３の中央部の内側を頂角とする
三角形の部分１９を切除して、両側に残った三角形状の底壁２ａ，２ｂを、第３の内板８
ａ，８ｂに対応させたものである。
【００２２】
　本実施の形態に係る天カバー１の組立手順は実施の形態１の場合とほぼ同様であるが、
図９に示すように底壁２は切除部１９により大きく開口されており、その両側に第３の内
板８ａ，８ｂに対応する三角形状の底壁２ａ，２ｂが形成されている。
　本実施の形態に係る天カバー１の製品３０の天部への組付け、作用、効果は実施の形態
１の場合とほぼ同様であるが、第３の内板８ａ，８ｂを省略したので、構造をより簡素化
することができる。
【００２３】
［実施の形態４］
　図１０は本発明の実施の形態４に係る梱包装置により製品を梱包した状態を示す説明図
、図１１は図１０のＡ－Ａ断面図である。なお、実施の形態１と同じ部分にはこれと同じ
符号を付してある。
　本実施の形態に係る天カバー１は、実施の形態１の天カバー１の第３の内板８ａ，８ｂ
を省略したものであり、したがって、底壁２上には第３の内板８ａ，８ｂは存在しない。
【００２４】
　このように構成した天カバー１は、製品３０の天面３２との間に、例えば樹脂材やゴム
材からなる一対の緩衝体２０ａ，２０ｂを介して被せられる。
【００２５】
　ここで、緩衝体２０ａ，２０ｂは、その厚みが天カバー１の周壁（第１、第２の内板６
ａ，６ｂ、１２ａ，１２ｂ）の高さとほぼ等しいか、又はこれより若干薄く形成され、底
辺が底壁２の幅方向（第１の外板４ａ，４ｂ側）のほぼ２分の１程度で、高さが底壁２の
縦方向（第２の外板１０ａ，１０ｂ側）とほぼ等しい直角三角形状に形成されている。
【００２６】
　そして、実施の形態１の第３の内板８ａ，８ｂの場合と同様に、製品３０の高さの低い
３４側に緩衝体２０ａ，２０ｂの幅広の底辺側を位置させ、斜辺を対向させて設置するこ
とにより、製品３０の天面３２との接触面積を大きくし、高さの高い３５側に向って天面
３２との接触面積を徐々に小さくしたものである。
【００２７】
　本実施の形態においても、実施の形態１の場合とほぼ同様の作用、効果を得ることがで
きる。さらに、緩衝体２１ａ，２１ｂの厚みを調整することにより、製品３０の天面３２
の高さの低いところと高いところの差に応じて、適宜対応することができる。
【符号の説明】
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【００２８】
　１　天カバー、２　底壁、４ａ，４ｂ　第１の外板、６ａ，６ｂ　第１の内板、８ａ，
８ｂ　第３の内板、１０ａ，１０ｂ　第２の外板、１２ａ，１２ｂ　第２の内板、１３ａ
，１３ｂ　第１の折り曲げ片、１４ａ，１４ｂ　第２の折り曲げ片、１５　側面スリーブ
、２０ａ，２０ｂ　緩衝体、３０　製品、３３　製品の側面、３４　高さが低い側、３５
　高さが高い側。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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